
古河市内に事業所を有する中小企業・個人事業主

省エネ診断
省エネ支援 
経済産業省の「カーボンニュートラル・アクションプラン」
登録リストに記載のある取組

１年度に各事業３万円まで
事業所ごとに

１年度に各事業１回まで
事業所ごとに

省エネ最適化診断 / ウォークスルー診断 / IT診断

ステップアップ診断 / 伴走支援

対象事業の実施に直接必要な費用

例・省エネ診断費用       ・省エネ支援費用
 ・排出量可視化ツール使用料  ・削減目標の設定や管理 など

対象者

対象事業

対象経費

補助額 補助回数

古河市中小企業向け省エネ診断等促進補助金

古河市内の事業所で実施する

詳しくはこちら

古河市は脱炭素経営に向けた貴社の取組をサポートします！

 補助金の概要

まずはCO2の“見える化”から。
古河市HP



古河市役所 企画政策部企画課 〒306-0291  古河市下大野2248番地（総和庁舎２階）

0280-92-3111

省エネ診断 省エネ支援
経済産業省
CNアクションプラン

省エネ最適化診断

ウォークスルー診断

IT診断

・事務所全体のエネルギーのムダを
 総合的に確認したい

・まずは気軽に診断を受けてみたい
・すぐできる省エネ取組を知りたい

・データに基づく精度の高い省エネ対策を
 実施したい

伴走支援
・その他の省エネ診断受診後、
 具体の施策実施を支援してほしい

金融機関や民間企業による
脱炭素化に向けた支援策

・自社の排出量を可視化したい
・排出量削減目標の設定や管理に係る
 アドバイスをもらいたい
・脱炭素経営に係る勉強会を開きたい など 

kikaku@city.ibaraki-koga.lg.jp

民間国国

以下をご用意の上、申請フォームから申請してください

   古河市  省エネ診断補助金

 手続きの流れ

まず実施する事業を選択してください

事業の実施前後・実施中いつでも申請できます

< お問合せ・申請先 >

step
１

Case１ 事業実施前に申請する場合

Case２ 事業実施後に申請する場合

補助
申請

交付
決定

事業
実施 支払 実績

報告
補助額
確定 請求 振込

事業
実施 支払 補助申請

実績報告
交付決定

補助額確定 請求 振込

１.チラシやパンフレットなど事業概要が分かる書類
２.事業の契約書又は見積書の写し

左記１～２のほか、
３.事業を実施結果が分かる書類
４.事業に係る支払いが分かる書類の写し

実施前・実施中 実施後

 申請に必要な書類
申請フォームQR

ステップアップ診断
・省エネ最適化診断の受診者が対象
・詳細データを活用した診断で、
 省エネの深掘りニーズに対応

step
２


